
◎
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
四
月
一
六
日
法
律
第
一
三
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
三
月
一
八
日
・
衆
議
院
環
境
委
員
会
）

○
鴨
下
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
公
害
健
康
被
害
の
補

償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案

の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
は
、
公
害
の
影
響
に
よ
る
健

康
被
害
者
の
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
を
図
る
た
め
、
補
償
給
付
の
支
給
等

を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
、
こ
の
う
ち
、
既
に
認
定
さ
れ
た
ぜ
ん
そ
く
等
の
大
気

汚
染
系
疾
病
の
患
者
に
係
る
補
償
給
付
等
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
の
法
律
案
は
、
大
気
の
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す
る

補
償
給
付
の
支
給
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
自
動
車
に
係
る
負
担
分
に

つ
い
て
、
現
行
の
自
動
車
重
量
税
収
か
ら
の
引
き
当
て
措
置
を
平
成
二
十

年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
、
十
年
間
延
長
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。以

上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り

ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
環
境
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
）

○
小
島
敏
男
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
環
境
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
大
気
の
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す
る
補
償
給
付

の
支
給
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
平
成
二
十
年
度
か
ら

平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
間
、
政
府
は
、
引
き
続
き
、
自
動
車
重
量
税
の

収
入
見
込
み
額
の
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保

全
機
構
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
七
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
八
日
鴨
下
環
境

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
徴
取
し
、
本
日
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

質
疑
終
局
後
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党

よ
り
、
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
納
付
義
務
を
負
う
事
業
者
に
対
し
、
平
成

二
十
年
度
に
お
け
る
そ
の
納
付
の
準
備
に
必
要
な
期
間
を
確
保
す
る
た
め

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
五



の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

本
修
正
案
の
趣
旨
説
明
の
後
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
及
び
修
正
部
分

を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本
案
は
修
正

議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
）

○
北
川
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、

自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
を
代
表
い
た
し
ま

し
て
、
そ
の
提
出
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
修
正
案
は
、
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
納
付
義
務
を
負
う
事
業
者
に
対

し
、
そ
の
納
付
の
準
備
に
必
要
な
期
間
を
確
保
す
る
た
め
、
本
改
正
法
の

附
則
に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者

の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
納
付
期
間
を
、
本
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
「
年
度
の
初
日
か
ら
四
十
五
日
」
に
、「
年
度
の
初
日
か
ら
本
改

正
法
の
施
行
期
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
」
を
加
え
た
期
間
と
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
修
正
案
の
趣
旨
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

ぜ
ん
息
等
の
疾
病
に
か
か
り
苦
し
ん
で
い
る
多
く
の
人
々
が
い
る
現

状
に
か
ん
が
み
、
当
該
疾
病
の
種
々
の
原
因
の
早
期
解
明
と
効
果
的
な

予
防
・
回
復
方
法
の
確
立
と
普
及
に
政
府
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む

こ
と
。

二

各
種
低
公
害
車
の
開
発
・
普
及
の
促
進
、
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進
、

公
共
交
通
機
関
の
利
便
性
の
一
層
の
向
上
、
交
通
流
対
策
の
促
進
等
、

自
動
車
排
出
ガ
ス
総
量
削
減
に
資
す
る
対
策
に
つ
い
て
、
政
府
が
一
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
。

三

治
癒
等
に
よ
り
被
認
定
者
で
は
な
く
な
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
健
康

被
害
予
防
事
業
等
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
十
分
努
め
る
こ
と
。

四

主
要
幹
線
道
路
沿
道
等
に
お
け
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
と
健
康
被
害
と

の
因
果
関
係
に
関
す
る
各
種
疫
学
調
査
等
を
精
力
的
に
推
進
し
、
そ
こ

で
得
ら
れ
た
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
必
要
な
被
害
者
救
済
の
た
め
の

方
途
を
五
年
以
内
に
検
討
し
見
直
す
こ
と
。

三
、
参
議
院
環
境
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
九
日
）

○
松
山
政
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
六



て
、
環
境
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
を
申
し
上
げ

ま
す
。

本
法
律
案
は
、
大
気
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す
る
補
償
給

付
の
支
給
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
自
動
車
に
係
る
負
担
分
に
つ
い

て
、
現
行
の
自
動
車
重
量
税
収
か
ら
の
引
き
当
て
措
置
を
平
成
二
十
年
度

か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
十
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。な

お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
ば
い
煙
発

生
施
設
等
設
置
者
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
納
付
期
間
に
つ
い
て
、
年
度

の
初
日
か
ら
施
行
期
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
修
正

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
未
認
定
患
者
を
含
め
た
新
た
な
被
害
者
救

済
制
度
の
必
要
性
、
自
動
車
台
数
の
増
加
を
背
景
に
し
た
中
国
な
ど
か
ら

の
越
境
汚
染
の
認
識
、
自
動
車
及
び
工
場
等
の
費
用
負
担
の
割
合
な
ど
を

見
直
す
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
四
月
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
気
管
支
ぜ
ん
息
な
ど
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、
原
因
の
早
期
解
明
と
効

果
的
な
予
防
・
回
復
方
法
の
確
立
・
普
及
に
取
り
組
む
こ
と
。

二
、
被
認
定
者
の
高
齢
化
・
重
症
化
に
も
配
慮
し
た
適
切
な
施
策
を
着
実

に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
治
癒
等
に
よ
り
被
認
定
者
で
は
な
く
な
っ
た

者
に
つ
い
て
も
、
健
康
被
害
予
防
事
業
等
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に

十
分
努
め
る
こ
と
。

三
、
大
気
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
ぜ

ん
息
患
者
の
要
望
等
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
公
害
健
康
被
害
予
防

事
業
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
主
要
幹
線
道
路
沿
道
等
に
お
け
る
局
地
的
な
大
気
汚
染
に
よ
る
健
康

影
響
に
対
す
る
調
査
を
精
力
的
に
推
進
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
科
学
的

知
見
に
基
づ
き
、
必
要
な
被
害
者
救
済
の
た
め
の
方
途
を
早
急
に
検
討

す
る
こ
と
。

五
、
第
百
六
十
六
回
国
会
で
改
正
さ
れ
た
自
動
車
Ｎ
Ｏ
ｘ
・
Ｐ
Ｍ
法
に
基

づ
く
施
策
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
〇
九
年
規
制
適
合
車
の
普

及
、各
種
低
公
害
車
の
開
発
・
普
及
の
促
進
、エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進
、

公
共
交
通
機
関
の
利
便
性
の
一
層
の
向
上
、
交
通
流
対
策
の
促
進
等
、

自
動
車
排
出
ガ
ス
総
量
削
減
に
資
す
る
対
策
に
つ
い
て
、
政
府
が
一
体

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
七



と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
八


